


 

お申し込みに当たっての注意事項 
( お申込み前に必ずお読み下さい ) 

【行政処分を受けた方へ】 

過去に無免許運転等の交通違反又は免許取り消しの行政処分を受けた方は、欠格期間等、免許

取得が可能か否かについて、ご自身で最寄りの運転免許センター（公安委員会）に必ず、お問い

合わせ下さい。 

免許停止処分中の方、及び、運転免許を紛失し、再交付を受けてない方は、ご入校できません。 

【質問票の提出について】 

免許取得、 更新時に質問票への回答、 提出が義務化されました。 一定の病気等（下記参照）にか

かっており、自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある方は、道路交通法の安全の観点か

ら、運転免許が取得できない場合があります。自動車学校入校時及び仮免学科試験受験時に質

問票への回答、提出が行われ、虚偽の回答（記載）をして提出した場合は「１年以下の懲役、又

は 30 万円以下の罰金」に処されますことをご理解したうえで、お申し込みをお願い致します。 

 

 

 

上記、質問票の内容、一定の病気等に該当する方は、必ず、ご入校前に最寄りの運転免許センター 

（公安委員会）にて安全運転相談（旧運転適性相談）を受けていただく必要があります。免許取得

が認められた場合は 【安全運転相談終了書】 をご入校時に必ずご持参ください。免許取得が認めら

れなかった場合はご入校できません。安全運転相談（旧運転適性相談）には、時間がかかる

場合がありますので、事前に運転免許センターにご連絡をしていただき、お早めに手続きを

お願い致します。 

以下が質問票の内容です 

１. 過去５年以内において、病気（病気の治療に伴う症状を含みます。）を原因として、

又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。 

２. 過去５年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通

りに動かせなくなったことがある。 

３. 過去５年以内において十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動して

いる最中に眠り込んでしまった回数が週３回以上となったことがある。 

４. 過去１年以内において、次のいずれかに該当したことがある。 

・飲酒を繰り返し、絶えず体内にアルコールが入っている状態を３日以上続けたこ

とが３回以上ある。 

・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、

飲酒をしたことが３回以上ある。 

５. 病気を理由として、医師から運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。 

一定の病気等とは 

・統合失調症 ・てんかん ・再発性の失神 ・そううつ病 ・認知症 ・無自覚性の低血糖症 

・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 ・アルコール依存症 ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤

などの薬物中毒者 ・その他自動車等の安全運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれか

に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気 など。 
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